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1　はじめに

　本年1月6日の年頭記者会見において，金泳三韓国大統領は，突如，不

動産取引実名制実施計画を発表し，1月9日には，その基本的内容が示さ

れた（、）。これに続いて，1月27日に，その具体的案である「不動産実所有者

名義登記に関する法律案」が発表され，これが，2月8日の公聴会（2）を経て

「不動産実権利者名義登記に関する法律」（以下略して不動産実名法とする）と

して修正され，3月18日の第173回臨時国会で決議・承認された（3）。そして，

この不動産実名法は，この7月1日からすでに施行されている。

　不動産取引実名制は，登記簿，土地台帳，林野台帳，家屋台帳等の公的

帳簿に実際の取引者の名義を記載すること，すなわち名義信託登記をしな

いことだけではなく，売買または贈与のような不動産取引の原因を実際通

りに登記簿に公示すること，不動産取引の過程を，もれなく登記簿にその

まま記載することを内容とするものであるが，上記の不動産実名法は，他

人名義による不動産登記（名義信託登記）を原則的に廃止しようとすると

ころに焦点を置くものである（4）。

　この法律は，将来的に名義信託による登記を禁止し，既存の名義信託登

記を無効とすることが主な内容であるが，それ以外にも，不動産を買受け

たにもかかわらず，長期間未登記のまま放置し，事実上買受人が売渡人に

名義信託する場合などをも規制の対象としている。なお，法律施行日から

1年間の猶予期間をおき，この期間中に既存の名義信託登記をすべて実権

利者名義に転換できる機会を与えている。このような法律的規制は，きわ

めて革新的であろう。

（1）毎日経済新聞1995年1月10日。

（2）　ソウル大学・梁彰沫教授の司会で行われたものである。

（3）　1995年3月30日公布（法律第4944号）。

（4）金相容「不動産取引実名制に関する私法的検討」不動産法学第3集（1995）

　160頁。
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　我々は，すでに，この問題については，その歴史的背景と法的問題点を

簡単に指摘し，また，この新しい法律の全日本語訳を発表した（5）。

　本稿は，それらの点を更に敷術し，かつ，この法律の問題点を理論的に

検討しようとするものである。具体的には，上記の不動産実名法の中核部

分をなす韓国の独特な登記方法である名義信託制度について論じた後，こ

の名義信託の有効性に対する学説の議論を分析し，これまでの名義信託の

法的規則と上記の法律の内容および問題点を検討する。なお，いうまでも

ないが，この研究は，わが国（日本）の物権法原則と表見法理の研究にとっ

ても，興味深いものであると同時に，きわめて重要な示唆を与えるもので

ある。

II名義信託制度の意義と実態

1　名義信託制度の意義

　（1）名義信託制度の歴史

　名義信託制度は，実定法上の根拠はなく，もっぱら判例理論により形成・

承認されてきた韓国の民法上の特殊な法律関係である。「名義信託」という

用語の判例上の変遷を見ると，初期には「信託行為」（6），「信託的譲渡行為」（7）

と呼ばれ，その後、「信託」（8），「名義信託」（g）という用語に変わってきた。

　判例によると，名義信託とは「当事者の信託に関する債権契約により信

託者が実質的には自分の所有に属する不動産の登記名義を実質的取引関係

（5）近江幸治・田柄西「韓国における名義信託と不動産実権利者名義登記に関す

　る法律の施行」NBL575号（1995・8・15）46頁以下。

（6）朝高判（朝鮮高等法院判例。以下同じ）1912・10・29。

（7）朝高判1917・3・31，朝高判1917・12・11。

（8）大判（韓国の大法院の判例。以下同じ）1962・1・25（4294民上165），大判

　1962・2・22（4294民上1025）。

（9）大判1962・5・31（62レト153），大判1965・5・18（65レト312）。
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のない受託者に売買等の形で移転しておくこと」で（1。），「対内的関係では信

託者が所有権を保有して，これを管理しながら，公簿上の所有名義のみを

受託者にしておくこと」と定義している（u）。このような名義信託に関する

判例は現在まで相当な量に至っているし，確固な理論体系を形成している

が，判例は基本的に名義信託の基礎を信託行為に置きながら，細かい事項

まで詳細な理論を展開している。

　このような名義信託制度が台頭した歴史的な背景には，日本の植民地下

での朝鮮総督府が近代的土地所有権制度の確立のため，土地調査令（1912

年）と林野調査令（1918年）により，土地，林野の所有者に土地，林野全

部を関連機関に申告させたことにある（、2）。この場合，土地，林野の調査・

査定の過程で，土地や林野が個人の所有である場合は問題がなかったが，

宗中（、3）所有の土地や林野については，宗中が非法人社団として宗中名義で

登記する方法がなかったし，1912年3月18日の制令第7号朝鮮民事令でも，

これに関する規定を設けなかったため，一種の便法として宗孫または宗中

の徳望のある有力な一人または複数人の宗中員名義で査定を受け，その者

の名義で登記をするようになった。

（10）大判1993・11・9（92じト3！699）。

（11）大判1987・5・12（86ワトヲト2653）。

（12）　土地調査令によると，“土地所有者は朝鮮総督が定めた期間内にその住所，姓

　名，名称および所有地の住所，地目，四票，地積，結数等を臨時土地局長に申

　告しなければならない”と規定し，林野調査令も同様の規定を置いた。

（13）宗中とは，共同先祖の子孫の中で成年以上の男をその宗員とする集団で，先

　祖の墳墓守護と祭祀奉行，宗中員の互いの親睦等を目的とする自然発生的な慣

　習上の種族団体をいう（大判1992・2・14（91じト1172），大判1992・10・27（92

　・ト30375）。

　　宗は，宗廟，祭祀，宗統，種族，家族などの意味であり，中は，外に対する

　内の意味であり，合わせて宗族団体を指す単語である。韓国固有の慣習法で認

　められている宗中は，宗中財産を持っているのが普通である。宗中財産とは先

　祖の祭祀のための財産を総じていうものである。

　　宗中に対して詳細は，鄭棋雄「宗中に関する法的考察（上）」司法行政（1994

　年7月号）23頁以下，金周元「大法院判例を通じてみる宗中」弁護士一法律実

　務研究一（1992・ソウル地方弁護士会）155頁以下。



　　　　　　　　　　韓国の登記制度における名義信託と法的規制（近江，田）　　5

　その後，宗中財産の登記方法として，1930年制令第10号により朝鮮不動

産登記令を改正し，宗中，門中，その他の法人でない社団または財団を登

記権利者または登記義務者と見なし，その代表者または管理人が登記の申

請をしうるものとした（、4）。これによって，宗中財産は上記の改正令以後に

は宗中名義で登記することができ，宗中員の一人または複数人の名義で登

記し，括弧を付け宗中財産と表示することもできるようになったのである。

　この改正により，従来宗中財産を宗中員の名義に査定を受け，登記した

場合には，上の改正令の実施後，その財産を宗中財産に回復させるために，

所有権移転登記（登記の回復）を請求させる必要が生じた。ところが，上

記のような改正登記手続について知らない人も多く，依然として宗中財産

を宗中員個人の名義に信託して登記しておいたり，あるいは知っていても

従来の宗中員名義登記の回復手続の煩わしさ等のために，そのまま放って

おく場合が多かった。

　このように，名義信託は，当時の特殊な歴史的背景下で，宗中財産の宗

中員等の個人の名義の所有権登記に関する問題を処理するために生成・発

展してきたというのが，その沿革であると思われる。

　（2）判例による承認

　朝鮮高等法院は，上述のような当時の特殊な歴史的な背景下で生成され

た法現象に関する問題を処理するため，宗中財産の財産を宗中員の個人名

義で登記したのを信託行為の法理によって理論構成した。すなわち，宗中

財産の所有名義が宗中員の個人の所有名義で登記されている場合におい

て，これを奇貨として宗中員がその宗中財産を売却処分してしまう等の紛

争が頻発したが，これに対処した朝鮮高等法院判例は，その関係を無効と

はしないで，信託行為の法理により有効なものと理論構成した（15）。

（14）　現行不動産登記法もこれを引き継いでいる　（同法第30条）。

（15）　朝高判1928・7・27。
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　このようにして成立した宗中財産に対する朝鮮高等法院判例の信託行為

の法理は，韓国の大法院の判例に引き継がれた。すなわち，信託行為理論

を根拠にしており，これを一般に「名義信託」と呼んでいる。

2　名義信託制度の利用実態

　しかるに，名義信託に対する判例の拡大適用に乗じて，名義信託の利用

実態も拡大された。名義信託の利用実態を類型的に見ると次のとおりであ

る。

　第一に，名義信託が名義信託者と名義受託者の両当事者間においてのみ

行われる場合である（、6）。

　たとえば，①甲が自分の所有している不動産につき強制執行を免脱する

目的で，乙と名義信託契約を結んで，名義受託者である乙の名義で登記し

ておく場合，②公職者が「公職者倫理法」（、7）による財産登録制度での財産

の過多保有事実の公開を回避し，所有財産を隠匿するため，親戚等の名義

で名義信託しておく場合，③外国人または外国法人が韓国で土地を所有し

ようとする際に，旧「外国人土地法」（、8）上の許可要件を回避するため，韓

国人名義で名義信託をする場合，④夫婦が不動産を共同で買い受けたにも

かかわらず，登記簿上の取得名義を夫の一方名義でする場合（1g）等がある。

　第二に，中間省略登記と名義信託が結合した中間省略名義信託であ

る（2。）。たとえば，売渡人甲から乙が不動産を買受け，丙と名義信託を結ん

だうえ，所有権移転登記は売渡人甲から名義受託者丙へ行われたとする場

合である。このような中問省略名義信託登記は，投機による不動産の過多

保有に伴って生じる土地超過利得税等の重課税を避けるためなどに広く行

（16）　これを二者間の名義信託という。

（17）　1981年12月31日公布（法律第3520号）。

（18）現在では「外国人土地法」は廃止され，それに代わって「外国人の土地取得

　及び管理に関する法律」（1994年1月7日公布（法律第4726号））が制定された。

（19）大判1986・11・25（85与677）。

（20）大判1970・2・24（69ワト2193）。
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われるものである（2、）

　第三に，名義信託者と名義受託者との間に当事者の地位に関する名義信

託を約定し，契約上の当事者の地位を持つ名義受託者が売渡人と売買契約

を結んだうえ，名義受託者の名義で所有権移転登記をすることによって，

名義信託登記が成立した場合である。たとえば，名義信託者乙が名義受託

者丙と契約当事者の地位に関する名義信託契約を結んだうえ，契約当事者

の地位の名義受託者丙が売渡人甲と売買契約を結んで，丙名義で所有権移

転登記をすることによって，乙と丙との間で名義信託関係が成立するとい

う法律関係である（，2）。このような類型の名義信託は，企業が職員名義で土

地を取得する場合に多く現れ（23），また，このような類型の名義信託におい

ては，売渡人は買受人が名義受託者であることを知らず，名義受託者への

所有権移転登記に協力するのが普通である。

　また，韓国においては，土地売買の正常化を目的とする公法的規制とし

て農地の農民所有原則の確立及び宅地所有上限制・農地所有上限制・土地

売買許可・申告制が実施されているので，これを回避する方法として，た

とえば，都市（ソウル等）に居住している者が投機目的で農地を取得しよ

うとする場合，自己が直接売買契約の当事者とならず，他の農民を契約の

当事者とし，その登記もまたその農民の名義で行なうことによって，農地

の耕者有田の原則等を回避しようとするのである。

　第四に，相互名義信託として，一筆の土地を数人が各位置を特定したう

えで，その一部ずつを買受け，便宜上その所有権登記だけを買受人全員の

共有持分登記を経了した場合，関係買受人内部関係においては，各買受人

（21）　ところが，これについては，不動産物権変動につき成立要件主義を採ってい

　る韓国民法の規定（民法第186条）に照らせば，名義信託者乙は登記を経由して

　いないので，さすがに，乙が対内的に所有者になることができるか否かに疑問

　が提起されている（後述IV、2の（2）参照）。

（22）　これを契約名義信託という。

（23）　ゴルフ場用土地を取得する場合，企業が個人職員名義で取得する事例は広く

　知られている。
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は特定買受部分の所有権を取得し，各共有持分登記は特定部分に対して，

各相互名義信託があるものと見なされるのである（24）。

　また，一筆の土地の一部を特定して譲渡した場合において，譲渡人と譲

受人との合意により，その一筆地全部につき所有権移転登記をしたときは，

譲渡人は譲渡しない部分については，譲受人に信託したと見なされる（25）。

皿　信託行為理論による有効性の承認

　　　1　信託行為理論の展開

　（1）信託とは

　韓国の現行法上使われている「信託」という用語には二つの意味がある。

　一つは，法典上の用語として信託法（26）でいう信託であり，もう一つは，

譲渡担保，取立（推尋）のための債権の信託的譲渡等を説明するために援

用される民法の解釈学上における信託である。この二つの信託は決して同

一のものではない。

　前者は元々英米で発達した「tmst」制度（27）を導入して立法したもので，

信託設定者（委託者，trustor）と信託を引受ける者（受託者，tmstee）と

の特別な信任関係に基づき，委託者が特定の財産権を受託者に移転したり，

その他の処分をして，受託者に一定の者（受益者，beneficiary）の利益の

ために，または特定の目的のために，その財産権を管理させたり，処分さ

せたりする法律関係をいう（28）。

　後者は民法の解釈学上，譲渡担保，取立のための債権の信託的譲渡等を

説明するための信託（Treuhand〉で，ドイツ普通法がローマ法の信託

（24）　大判1991・5・10（90ロト20039），大判1980・12・9（79Pト634）。

（25）大判1981・7・28（80Pト1819）。

（26）　1961年12月30日公布（法律第900号）。

（27）　これに対する詳細は，金鐘華「英国信託法上の法定信託」外国司法研修論集

　（1）（1979・法院行政処）77頁以下。

（28）　信託法第1条第2項参照。
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（fiducia）の概念を基礎に発展・形成させた信託行為（fiduziarischesrechts－

geschaft）理論に依拠する信託である。このような民法上の信託行為の特徴

は，ある経済的目的（債権担保，債権取立等）を達成するために，一方（信託

者）が他方（受託者）にその目的達成に必要な程度を越える権利を移転しな

がら，一方で，受託者はその移転を受けた権利を，このような経済的目的

の範囲を越えて行使してはならない義務を負担することにあるという（2g）。

　ところで，韓国の判例で認められている，単純に所有名義だけを他人の

名義で登記しておく名義信託はいずれに属するのだろうか。

　前者の信託だとみなして，信託法の適用を受けるためには，同法第1条

第2項の文言に照らし，受託者が信託財産を一定の者または特定の目的の

ために管理・処分する権限があることを要する。

　したがって，受託者に単純に財産権の名義だけが移転されるにとどまり，

積極的に信託財産に対する管理・処分の権限が与えられていない名義信託

の場合は信託法上の信託ではなく，信託法は適用されないといえる（3。）。判

例も，民事判決ではないが，刑事訴訟の判決で「不動産の所有名義だけを

他人名義にしておくための，いわゆる名義信託によって所有権移転登記を

行われた財産は，これを信託法第25条の信託財産（同法所定の信託関係が

設定されている財産）とはいえない」と判示し（3、），名義信託に関しては信

託法の適用がない旨を明らかにしたことがある。

　それでは，名義信託は信託行為の一種であろうか。学説は，判例の立場

と同じ見解に立つ「基本的には信託行為である」という立場（32）が一般的で

あるが，「名義信託は信託行為の範囲内に入れない」という立場（33）も現れて

（29）金相容『物権法』（1994・法文社）473頁。

（30）　許奎「信託行為と信託法上の信託」司法論集第5集（1974）19頁。

（31）大判1971・1・29（70正2716）。

（32）李英俊『民法総則』（1992・博英社）186頁。

（33）郭潤直『物権法』（1993・博英社）394頁以下。後で考察するので，ここでは

　その理由だけを見ることにする。まず，信託行為は譲渡担保とか取立（推尋）

　のための債権譲渡を説明するために援用されたものであるから，本来の信託行
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いる。

　（2）信託行為理論

　　（a）考察の方向

　韓国民法学上の信託行為の観念は，ドイツで形成・発展されてきた信託

理論が日本法学を通じて導入したと評価されている（3、）。そうすると，韓国

の信託行為の体系を知るためには，第一に，ドイツでの信託行為は，いか

なる背景の下で形成され，また，その法理は，どう展開されているか，第

二に，ドイツから導入された日本の信託行為はいかなるものであるか，ま

た，現在，その法理はどう展開されているか，そして，最後に，韓国はど

のような内容として日本の信託行為理論を導入したのであるかを考察する

必要があろうと思われる。

　（b）　ドイツの信託行為理論

　ドイツの現行法上の信託行為理論はローマ法での信託理論（Fiducia－

Lehre）を基にして形成・発展したものである。ドイツ民法は最初は信託行

為について規定していなかった。

　しかし，動産質権を認めるだけで，動産抵当制度を認めないドイツ民法

の態度を不便に感じた取引界では，普通法時代から利用され，また判例に

よりその有効性が認められたSicherungsUbereignung（譲渡担保）やSi－

cherungsabtretmg（債権の譲渡担保）を利用し経済的目的を達成すること

が頻繁であったし，一方，いわゆる取立のための債権の信託的譲渡（Ober－

tragungzurEinziehung，lnkassozession）も広く行われていた。これらを

理論的に説明するための概念としてドイツの法学が採用したのが，すなわ

ち信託行為理論である（35）。このような事案は，共通して一定の目的（担保

　為の適用の対象からは外れる。第二に，名義信託は受託者に名義だけを移転し

　ており，その財産の積極的な使用・処分の権限は受託者に与えず，相変わらず

　信託者がもっているということから，信託行為とは違うとする。

（34）　郭潤直・前掲『物権法』387頁。

（35）　Staudingers　kommentar　zum　BGB，Bd．1，AIlgemeiner　Teil，Kapital　Ill
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あるいは取立）のために「権利の譲渡」が行われたものである。この場合，

当時の争点は，これらが「虚偽表示」に当たり，無効ではないかというこ

とであった。

　上記の虚偽表示に該当するか否かの問題に関して，当事者の意思が真実

に一定の目的を達成するために権利の譲渡という形式を願ったという点と

権利の譲渡が原因行為とは無関係に無因的に行われたという点（Die

Lehre　der　Abstraktheit）等を挙げて，その有効i生を肯定した。かかる過

程を通じて，ドイツでは信託行為に対する一般理論が形成された（36）。

　（c）信託行為理論の日本への導入

　ドイツ法学が樹立した信託行為の理論は早くから日本の学会に紹介さ

れ，判例がこの理論を受け入れた（37）。

　判例を通じて調べると，元々日本民法が認める制限物権としての担保制

度の中，抵当権は不動産に関してのみ認められるだけで，動産である生産

用具はこれを抵当にいれることはできなかった。また質権と抵当権におい

て弁済を受けるための換価方法である競売の手続が煩わしく，特に目的物

の持つ担保価値を充分に高価に換価することもできないのが通常という不

便があった。上記のような事情，すなわち動産抵当の途がなかったのと競

売手続上の不便を補正するため，日本の経済取引界は法律制度の枠組から

脱して，その目的達成のための手段を講じた。

　所有権移転の形をとる物的担保制度である，いわゆる譲渡担保がそれで

　Rechtsgeschafte　Einleitung，60b－60k，Helmut　Coing，Die　Treuhand　kraft

　Rechtsgeschafts，Kapital　III　Die　Grundlagen　des　Treuhandrechtes　in

　Rechtslehre　und　Rechtsprechung，S．28ff．，郭潤直「名義信託に関する判例理

　論の研究」法学第15巻2号（1974・ソウル大学校）6頁，金俊鏑「信託行為と名

　義信託」司法行政（1993年12月号）38頁。

（36）金俊鏑「名義信託」考試界（1995年5月号）31頁。

（37）　これについての詳細は，近江幸治『担保制度の研究一権利移動転型担保研究

　序説一』（1989・成文堂）100頁以下参照。

　　岡松参太郎は，明治35年に「信託行為の効力に関する学説を批判する」の論

　文で，その当時のドイツにおける「信託行為」理論を紹介した。
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ある（38）。日本の判例はこの譲渡担保を最初は虚偽表示として無効とした

が（3g），その後，信託的行為として有効であるとの態度を確立し（4。），学説も

こうした判例の態度を支持したことがある。しかし，現在の通説は譲渡担

保を担保権的構成として説明している（4、）。したがって，すでにドイツの信

託行為理論は譲渡担保の法的構成を支える理論としてはその意味を失いつ

つあると言えるだろう（42）。

　一方，上記の譲渡担保より先に現れた取立のための債権の信託的譲渡と

いう取引界の慣行については，判例は信託行為の理論に則して，その有効

性を認定したし，学説もその有効性を否認する見解は見あたらない（、3）。

　日本の判例が信託行為理論を採用しているのは，上記の譲渡担保や取立

のための債権の信託的譲渡だけでなく，その他の場合，すなわち管理また

は寄託（任置）のための不動産所有名義の移転（売買）の場合にも，これ

を信託行為とし，有効であると判示している（44）。

　しかし，いずれの場合も韓国の判例が認める「名義信託」とは異なるも

のであり，結局日本では韓国の名義信託に相当するものは認められていな

いといえる（45）。日本は，韓国の名義信託と類似している事案を，韓国の判

例のように信託行為の法理で解決するのでなく，虚偽表示に関する民法第

94条第2項の類推適用をもって解決していると思われる。要するに，日本

の判例は，虚偽表示にそのまま適用できないものであっても，実権利者で

はない者に不動産の登記名義が存在し，また，それにある程度実権利者の

（38）

（39）

（40）

（41）

（42）

（43）

（44）

（45）

我妻栄『担保物権法』（1957・岩波書店）225－226頁。

近江幸治・前掲『担保制度の研究』87頁。

　川島武宜『注釈民法（3）総則（3）』（！986・有斐閣）160頁。

近江幸治『担保物権法』［新版］（1993・弘文堂）282頁。

高翔龍「名義信託論の再検討少考」郭潤直教授華甲記念（1986・博英社）192

頁。

川島武宜・前掲『注釈民法』159頁。

川島武宜・前掲『注釈民法』160頁。

郭潤直「名義信託に関する判例理論の研究」厚巌民法論集（1991・博英社）

252頁。
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帰責がある場合には，その登記を信頼した善意の第三者に限っては，虚偽

表示に関する第94条第2項の類推適用を通じて保護しようとする（46）。

　もちろん韓国の法制は不動産登記を物権変動の対抗要件としている日本

の法制とは異なって，成立要件主義を取っているが，登記に公信力を認め

ていない点は同じであり，虚偽表示に関する規定も同一である（韓国民法

第108条）という点を考慮すると，上の第94条第2項の類推適用は，その示

唆するところが大きいと思われる（47）。

　　（d）日本の理論の韓国への導入

　日本の植民地下での朝鮮半島において，最高裁判所の役割を果たしたの

は，いうまでもなく朝鮮高等法院であった。そして，この朝鮮高等法院の

判例は，ほとんど日本の大審院判例と日本の学説に追従したものであった

のも周知の事実である。

　信託行為に関しても，このような事情を確認することができる。信託行

為に関する朝鮮高等法院の判例は豊富であるが，担保目的のための信託行

為，つまり，いわゆる譲渡担保（48）と債権の取立のための信託的譲渡を認め

ただけでなく（4g），その他にも保管ないし寄託のための信託行為（5。），宗中の

合有財産を宗中員または第三者に信託譲渡して，受託者の名義で登記する

信託（5・）等を認めているのが見られる。　要するに信託の目的には色々あっ

たが，ドイツでのようにいわゆる担保信託または管理信託が認められてい

ただけでなく，宗中財産の信託のような，今日「名義信託」と呼んでいる

ものにきわめて近いものがすでに認められていた（52）。

（46）最判昭和29年8月20日民集8巻8号1505頁，最判昭和41年3月18日民集20巻

　3号451頁。
（47）　高翔龍「名義信託の法理小考（II）」司法行政（1991年9月号）50頁。

（48）　朝高判1916・8・11。

（49）　朝高判1918・4・23。

（50）　朝高判1919・10・14。

（51）朝高判1928・7・27注（15）の判例。

（52）　注意すべきことは，宗中財産の信託において受託者が信託財産である宗中財
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　　（e）理論的検討

　民法学上の信託行為は，債務者が相手にその行為の経済上の目的を越え

る権利を与え，経済上の目的の範囲内だけで，その権利を行使させようと

する法律行為である。すなわち，不動産譲渡担保において，法律上所有権

移転登記が行われても，その目的または趣旨はあくまでも債権担保という

ことを否定できない。したがって，債権者は自己名義で所有権移転登記が

あっても，その不動産の所有権を取得するのではなく，担保権を取得する

に過ぎない。

　ところが，名義信託の場合はどうであろうか。宗中財産の場合，宗中員

の名義で登記するしかない状況で行われたのであり，このため，担保目的

で形成・発展した民法学上の信託行為理論が，ここに適用される余地はな

い。すなわち，両理論はその目的や趣旨をまったく異にするにもかかわら

ず，韓国大法院判例が民法学上の信託行為の法理を名義信託の場合まで，

これを適用している理由は納得できないと思われる（53）。

　このような立場は，名義信託の有効性については批判的な立場であり，

名義信託とは受託者にただ財産権の名義だけを移転し，財産権を積極的に

行使する権利を受託者が持っていないいわゆる受動信託（passive　tmst）

の一つの形態を意味するとみる考え方である（54）。したがって，名義受託者

は信託財産に対して処分権があるのではなく，信託者が行う信託財産に関

する各種の行為を認定する義務を負担するに過ぎない。つまり，名義信託

は実質的権限がない形式的資格の授与のような法律関係を信託者（実質的

権利者）と名義受託者との間で発生させることであると解さなければなら

ない（55）。

　産を管理する権限を有する場合には，普通の管理信託にすぎないということで

　ある。受託者がそのような権限を持っていないときに，「名義信託」に当たるこ

　とになる。

（53）高翔龍・前掲「名義信託の法理小考（II）」45頁。

（54）金相容・前掲『物権法』480頁。

（55）高翔龍・前掲「名義信託の法理小考（II）」47頁。
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2　名義信託の有効性

　（1）概説

　日本からの解放後，短い期間の米の軍政を経て，大韓民国の樹立にとも

なって発足した韓国の大法院の名義信託に関する判例について見ると，根

本的には前述したとおりの朝鮮高等法院の判例にそのまま従っているとい

える。

　大法院判例は一般的には，名義信託を「対内的関係では信託者が所有権

を保有して，これを管理・収益しながら，公簿上の所有名義のみを受託者

にしておくこと」と定義する。

　これを分析すると次の通りである。

　第一に，名義信託の可能なものは「公簿」により，所有関係が公示され

る財貨に限る。元々名義信託というのは真の所有者でない者を対外的・外

見上まるで所有者のように装い表示しておくためのものである。したがっ

て，これが可能になるものは，所有関係を登記・登録等の形で表示できな

ければならないもの，すなわち，具体的には，土地・建物・立木に関する

法律により登記された立木・船舶・航空機・自動車・重機（56）等である。

　第二に，名義信託というときの「名義」は「所有名義」を意味する。つ

まり，所有権に限って名義信託が認められるから（57），債権のようなものは

名義信託の対象にはならない（58）。

　第三に，名義信託は真の所有者でない他人をまるで所有者のように公簿

上表示することである。よって，名義信託においては，まるで受託者の名

義を信託者が借りたようなことになる。したがって，名義信託というとき

（56）特に，自動車，重機の名義信託に対して，判例は持込という用語を使う。

（57）郭潤直・前掲『物権法』391頁，権五坤「名義信託に関する判例の動向」民事

　判例研究X（1988・民事判例研究会）378頁，権龍雨『物権法』（1990・法文社）

　286頁。
（58）　これに反対するものとして，李愚宰「名義信託に関する一考」司法研修生論

　文集第20期（1991）330頁。
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の「信託」は，受託者の名義の「賃借」という意味を持つようになる。で

は，これを「名義賃借」と呼ばず，「名義信託」と表示する理由は何であろ

うか。名義信託があると，対外的関係ないし第三者に対する関係において

は，受託者（名義貸与者）が所有者であるが，対内的関係ないし信託者・

受託者間の関係においては，所有権が信託者（名義借用者）に留保される

という点で，そのように呼ばれることと考えられる（5g）。

　このように名義信託においての所有関係は信託行為を行った場合の所有

関係と同一であるがゆえに，信託行為による，いわゆる担保信託や管理信

託の場合には，いつも名義信託が現れる（6。）。しかし，上記の場合に生じる

名義信託は本来の意義においての名義信託とは本質的に異なるということ

を注意しなければならない。

　第四に，名義信託においては，それにより外見上権利者のようになって

いる者，すなわち，名義受託者が当該所有権を行使できず，むしろ名義信

託により外見上所有者でなくなっている者，すなわち，名義信託者が権利

行使の機会を奪われないで，継続して管理または収益することができる。

この点で，上記ですでに指摘した通り，信託行為による，いわゆる担保信

託や管理信託の場合に現れる名義信託とは大きく異なる。ここで，信託行

為の場合に所有名義の外見が作られる場合を広義の名義信託というとする

と，大法院の判例が認める名義信託，すなわち名義受託者が外見上所有者

に表示されるだけで，当該の所有権を行使できず，外見上所有者でなくな

った者が所有権を行使できる名義信託は，これを本来の意義においての，

または狭義の名義信託といえる（61）。

　第五に，名義信託をする目的はこれを問わない。言い替えると，当事者，

特に信託者のいかなる単純な「便宜」のためにも，名義信託はいくらでも

（59〉郭潤直・前掲『物権法』392頁。

（60）大判1969・10・23（69Pト1338）。

（61）郭潤直・前掲『物権法』392頁，金容漢『物権法論』（1988・博英社）334頁。
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可能である。抹消登記手続の煩わしさを避けるため（62），または銀行金融関

係上の便宜のため（63），まして強制執行を免脱しようとの意図から行われた

ことであっても（64）不動産を名義信託することはできる。

　第六に，名義信託は公簿上信託者の名義で登記・登録された事実がなく

ても有効に成立する。つまり，信託者がすでに公簿上所有者と登記・登録

されている場合にその所有名義を受託者名義に移転するような場合はもち

ろん，例えば，甲が乙の不動産を売買により取得したときに，乙から甲へ

の所有権移転登記をせず，甲・丙の名義信託契約により，直ちに乙から受

託者である丙への移転登記をするようなときにも名義信託は有効に成立し

うるといえる（65）。

（2）名義信託の成立

　名義信託が成立するためには，信託者と受託者との間でこれに対する合

意がなければならないのは当然である。そして，登記等の公示方法の具備

以前に合意が行われるのが通常であるが，その逆の場合も構わない。また，

合意は受託者名義の登記等が経了するまで有効に存続しなければならない

ので，それ以前に名義信託の合意が解消したのであれば，その後受託者宛

に登記等が経了された場合にも，それは原因無効の登記である（66）。

　一方，名義信託の場合，受託者は信託者から当該権利を対外的に移転し

てもらうことについて，その対価を払わないのが通例である。これに対し，

もし受託者であると主張する者が，その対価を払ったのであれば，特別事

情がない限り，当該権利は買受人の所有に帰属するので，名義信託が行わ

れたものではないとする判例がある（67）。

（62）

（63）

（64）

（65）

（66）

（67）

大判1966・7・5（66ワト909）。

大判1958・10・30（4291民上210）。

大判1980・4・8（80圷1）。

大判1970・2・24（69rト2193）注（20）の判例。

大判1988・11・8（8”トヲト2459）。

大判1989・10・24（88ワトヲト15505）。
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（3）名義信託の法律関係

　　（a）名義信託の対内的関係

　これは信託者と受託者との間の関係である。

　①　名義信託契約により受託者名義で所有権移転登記が経了したとして

も，内部的には所有権は移転せず，信託者が依然としてこれを保有する。

したがって，信託者は受託者名義で所有権移転登記が経了した後にも信託

財産を管理・収益する。

　②このように，内部的には信託者が所有権を持っているため，信託者は

受託者の同意なしで信託財産を第三者に処分することができる。ただし，

この場合，第三者が受託者に直ちに移転登記を請求できず，第三者が信託

者を代位して受託者に対して名義信託契約を解除しなければならない。

　③同じような理由から，信託者はいつでも受託者に対し所有権を主張す

ることができる（68）。したがって，受託者は登記名義を持っているとしても，

信託者に対しては所有権を主張することはできないのである（6g）。

　④信託財産は信託者が管理するのが通常であるが，対外的には受託者に

帰属するものである。そのため，それに対する訴訟追行または租税等の支

払いを受託者がする場合が多いが，この受託事務を処理するのに支払った

必要費は信託者が負担しなければならない。

　⑤名義信託が信託者または受託者の死亡によって当然に消滅するかにつ

いては，当事者の間に約定がない場合，判例は一貫して，当然に消滅する

のではなくその相続人との間で存続して承継される，とする（7。）。したがっ

て，受託者の相続人は信託財産を第三者に有効に処分することができ

る（71）。

　⑥受託者名義の信託財産を受託者が占有している場合，その占有の法的

（68）大判1982・11・23（81ワト372）。

（69）大判1982・6・22（82じトヲト247・248）。

（70）大判1981・6・23（80pト2809）。

（71）大判1980・11・25（80Pト2217）。
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性質と受託者の時効取得の可否が問題になる。これについて判例は，信託

関係においての受託者の信託物の占有は，この権原の性質上自主占有であ

るといえず，受託者の相続人は被相続人の法律上の地位をそのまま承継す

るため，相続人が別に所有の意思をもって占有を開始したと見る特別な事

由が存在しない限り，受託者の相続人としては，時効の効果によって信託

物の所有権を取得できない，としている。

　また，無権利者である信託者が登記簿上登記名義があることを奇貨とし

てその登記を受託者に名義信託した場合において，10年が過ぎたときは信

託者は時効取得ができるか否かについて，判例は，名義受託者の登記を信

託者の登記と見ることはできないだけでなく，受託者の登記を通じて，信

託者が登記名義を保有しているとみることはできない。したがって，信託

者に，上の不動産に対する時効取得は認められない，と判示し（72），信託者

の時効取得も認めていない。

　　（b）名義信託の対外的効力

　これは，信託者・受託者と第三者との間の関係である。

　①一般的に名義信託財産を管理している者は信託者が普通である。これ

で，なにより問題になるのは信託者が第三者に対し所有権を行使できるか

どうかである。たとえば，第三者が信託財産を不法占有したり，殿損した

場合または不法の所有名義を持っている場合に，信託者が所有権により直

接返還請求，妨害予防請求，妨害排除請求（特に抹消登記請求）または損

害賠償請求ができるか等の問題がある。

　判例は最初はこれを肯定したが（73），その後，全員合議体判決（74）でこれを

変更した。この全員合議体判決によると，名義信託の場合，対外的には受

託者のみが権利者であるため信託者が受託者に対し権利を保存するため必

（72）大判1987・11・10（85ワ桓ト1644）。

（73）　大判1978・7・11（77じト1973）。その理論的根拠は信託財産の実質的所有者と

　しての保存行為である。

（74）大判1979・9・25（77ワト1079）。
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要があれば，受託者を代位して受託者の権利を行使できるとしなければな

らないし，またそのために，信託関係に関する信託者の地位が特に保護さ

れないということはないので，信託者が受託者を代位することなく第三者

に対し直接信託財産に対するその侵害の排除を求めることができるとしな

ければならない理論上または事実上の必要があるとはいえない，と判示し

た（75）。

　②受託者から第三者が信託財産を取得した場合において，信託財産を取

得したのが名義信託契約解除の前か後かを問わず，また第三者がこのよう

な事実を知っていたのかどうかをも問わず，第三者は適法に所有権を取得

するというのが判例（76）の立場である（77）。

　思うに，受託者が信託財産を任意で処分すれば，刑法上の横領罪になる

というのが判例の立場であるが，これを取得した悪意の第三者までも保護

されるということの根拠を法理上見出すことはできない。信託者は取引の

安全保護という見地から公簿上受託者の名義で登記した行為に対して責任

を負うべきであるが，その責任の限界は善意の第三者保護に限るのが妥当

だと思われる。

　善意の第三者の保護のための理論構成は様々であろうが，韓国民法第108

条第2項の類推適用からその根拠を探すのが正しいと思われる。名義信託

の成立およびその存在性が通謀の虚偽表示とあまりにも類似しているし，

第三者保護の必要性およびその保護の限界も極めて類似しているとみられ

（75）　対外的には受託者のみが所有権者であるため，信託者は直接このような請求

　権を行使することができないといえるし，上記の判例理論と同じく，信託者が

　受託者を代位してのみ，このような請求権を行使できると立論しても，信託者

　を保護するのになんら支障がないため，全員合議体判決が上記のように判例変

　更をしたのは妥当であると思う。同旨，李英俊・前掲『民法総則』192頁。

（76）大判1982・12・28（82レトヲト984），大判1987・3・10（85ワトヲト2508）。

（77）　学説は大体において判例に同調しているが，名義信託の対外関係において受

　託者を所有者として扱うのはあくまでも善意の第三者を保護しようとすること

　であるから，悪意の第三者まで保護するのは不当であり，第三者は善意で，そ

　の善意に重過失がない場合に限り保護するのが妥当だとする批判的な見解もあ

　る。高翔龍・前掲「名義信託論の再検討少考」！85－188頁。



　　　　　　　　　韓国の登記制度における名義信託と法的規制（近江，田）　　21

るからである。

　③信託者が受託者に対し名義信託契約を解除し，信託財産に関する所有

権移転登記を請求する場合，所有権移転登記に関し官庁の許可等を必要と

するときには，これを備えなければならないとされる。たとえば，信託者

が外国人であれば，その許可を得なければならず，信託財産が農地であれ

ば，農地所在地の役所の証明を要することになろう。このような許可を得

たり，証明を得るのは，対外的関係とされるし，このような対外的関係に

おいては信託契約の解除により新たに所有権を取得することと見なければ

ならないからである。

　（4）名義信託関係の解消

　（a）名義信託契約の解除

　名義信託関係も当事者の合意により成立された法律関係であるため，一

般的な法律関係の消滅原因により解消することができるのはもちろんであ

るが，名義信託関係は継続的法律関係であるためその解消原因として，主

たるものは名義信託契約の解除（解止）（78）である。これに関して主に問題

になるのは解除と登記の問題である。すなわち，名義信託の解除により信

託者から受託者に移転した所有権は，登記の回復なしでも信託者に復帰す

るのか，それとも受託者から登記が回復するときに初めて復帰するのかが

問題になる。ここでは，学説・判例の紹介と，登記名義回復の方法につき

述べよう。

　①判例・学説の態度

　　　a　債権的効果説

　物権行為の独自性と無因性を認める見解（，g）によると，名義信託契約の解

除により所有権が当然信託者に復帰されず，受託者は不当利得として信託

者に保有する所有権を返還する義務を負うに過ぎないため（債権的効果

（78）　日本では解約告知。

（79）　金曾漢『物権法』（1983・真一社）63頁。
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説），このような所有権返還に関しては，新しい物権的合意や移転登記があ

るとき，初めて信託者にその所有権が返還されることになる。

　この見解によると信託者が適法に信託契約を解除してもまだ所有名義が

受託者に残っている間に，受託者より所有権を取得した第三者は適法に所

有権を取得したことになり，信託者はただ受託者に対し損害賠償を請求で

きるのみになる。

　　　b　物権的効果説

　物権行為の無因性を認めない見解（8。）によると，名義信託契約の解除によ

り，所有権が当然に信託者に復帰するため（物権的効果説），信託者は受託

者に対し所有権に基づいて抹消登記を請求することができ，たとえば名義

信託の解除後，まだ登記名義が信託者にある間，受託者から所有権を取得

した第三者が所有権移転登記まで経了したとしても，信託者は所有権によ

り第三者に対して，その名義信託の抹消を請求できるようになる。

　　　c　判例

　判例は名義信託不動産に対する信託契約解除の意思表示があったとして

も同不動産の所有権が当然に名義信託者に帰属されず，ただ信託者が受託

者に同不動産の所有権移転登記を請求する権利をもつだけであるとして債

権的効果説を採ってきたが（8、），以後全員合議体判決（82）でその立場を換え，

信託解除を原因として所有権に基づく所有名義の抹消（移転）登記の請求

ができる，と判示している。この判例が物権的効果説を採ったものと理解

する見解が（83r般的であるが，これに対する批判がある（84）。

　　②　登記名義の回復方法

　名義信託契約解除による登記名義の回復方法は抹消登記である。これは

（80）郭潤直・前掲『物権法』394頁。

（81）大判1970・5・12（70ワト370）。

（82〉大判1980・12・9（79ワト634）注（24）の判例。

（83）　郭潤直・前掲『物権法』395頁。

（84）李英俊・前掲『民法総則』194頁，康鳳沫「名義信託においての内部的所有権

　の意味」司法行政（1988年2月号）43－44頁。
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原則的に所有権に基づく妨害排除ないし所有権返還請求権の行使であるか

らである。

　しかし，便宜上抹消登記の代わりに移転登記が行われる場合が多い（85）。

実体関係に符合する以上，かかる移転登記を無効とみる理由はない。

　　（b）その他の抹消原因

　信託契約の解除の他にも，一般的な法律関係の抹消原因により信託関係

は解消される。問題になるのは，名義信託者の死亡により当然名義信託関

係が解消されるかという点である。名義信託関係は当事者間の信頼関係を

基礎として行われるものであるが，それ以上に，財産法的性格をより強く

持っているといえるので，当事者の一方が死亡したとしても当然に信託関

係が解消されるわけではない。

IV　名義信託の有効性をめぐる学説

　名義信託をめぐる学説上の理論的な議論は，最近のことである。ところ

で，これまで，名義信託をめぐるもっとも重要な争点として，名義信託は

通謀虚偽表示として無効か否かの問題を取り扱ってきたが，そのことの意

味は信託財産の権利者の名義は受託者にあるのに対し，それを実質的に管

理・収益するのは信託者であって，このような権利名義と権利実質の分離

帰属という結果が信託者と受託者との合意により意図的になされ，まるで

通謀虚偽表示と同一に考えられるからである。

　しかし，判例は一貫して，名義信託は虚偽表示でないため有効であると

してきた（86）。また，韓国の学説の大半もこの判例の見解に従っているとみ

られる。

　他方，それに対して，名義信託は虚偽表示に当たり無効であるとする有

力説も存する。すなわち，名義信託をするために行う法律行為は，当事者

（85）大判1978・　・26（78ワト1411）。

（86）大判1964・　・27（66Pト1343），大判1983・7・26（82王1524）。
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がある目的のために別の外見を仮装的に作るもので，この外見の法的効力

を否認することに関する合意が当事者同志にあるため，虚偽表示として無

効であるというのである（87）。以下では，有力説の論拠を概観し，その批判

を観察しよう。

1　有効説の見解

　（1）当事者の意思

　無効説は，名義信託においては「仮装的外見の法的効力を否認するのに

関した当事者間の合意」があるのなどいうことを前提としている。しかし，

実際においては，このような合意は推認することはできない。

　むしろ当事者同志に存在する合意とは，信託者が内部的に所有者である

が，外部的には受託者が所有者と表れるため，所有権移転登記をし，ただ

受託者は信託契約に反して所有権を行使しない債権的義務を負担するとい

うものである。

　したがって，問題状況は，譲渡担保や取立目的の債権譲渡等，ほかの信

託行為と同様であり，それゆえに，名義信託行為も「当事者意思」として

有効といわなければならないとする（88）。

　（2）当事者の経済的目的

　経済的目的は名義信託にもある。すなわち，譲渡担保においては所有権

移転が債権担保を目的として行われ，取立目的の債権譲渡においては債権

譲渡が債権取立を目的として行われる。名義信託にもこれに準ずる経済的

目白勺力fある。

　例えば，宗中の名義信託は宗中が宗中財産を容易に処分できないように

するのが，その経済的目的である。つまり，宗中は宗中名義で登記できる

にもかかわらず（不動産登記法第30条参照），宗中員一人または複数人に宗

（87）　郭潤直・前掲「名義信託に関する判例理論の研究」263頁。

（88）李英俊・前掲『民法総則』186頁。
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中財産を信託して，同人等の名義で登記するのは，宗中財産を容易に処分

できないようにするのが（8g），その経済的目的なのである。このような経済

的目的のために，これを超える法的手段を用いるのは，それが善良な風俗，

その他，社会秩序に反しない限り（g。），私的自治の原則上，当然許されるこ

とであるとする（g、）。

　（3）信託者の保護

　信託者の保護は，善良な風俗，その他の社会秩序に訴えて解決するのが

妥当である。つまり，信託の理論により善意・悪意を問わず第三者は受託

者から信託財産を適法に取得するが，悪意の第三者が受託者の信託者に対

する背任行為に積極加担した場合には，この取得行為を無効にするのが，

韓国の民法の体系に符合するとする。

　一方，無効説によると第三者が信託財産であることを知り，受託者から

譲り受けたという事実だけで，その法律行為は無効となるべきであるが，

こうした結論は自由競争が支配する私的自治の原則に反するだけでなく，

二重売買の場合とも均衡が採れないことになる（g2）。

　（4）有効説の結論

　以上，要するに，名義信託は虚偽表示には当たらず有効であるとする。

したがって，受託者から信託財産を譲り受けた第三者は，仮に悪意だとし

ても有効に権利を取得する。ただし，名義信託が虚偽表示，債権者詐害行

為に該当したり，善良な風俗その他の社会秩序に反する場合には無効とな

るだけである。

（89）宗中名義の方がむしろ処分しにくいのではないかという批判がある。

（90）韓国民法第103条（日本民法第90条）

（91）李英俊・前掲『民法総則』188頁。

（92）李英俊・前掲『民法総則』188頁。
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2　判例理論（有効説）に対する批判

名義信託を無効とする有力な無効説は，大法院の名義信託の有効性を次

のような三つの方面から検討する。

　（1）名義信託は虚偽表示

　信託行為につき，それを虚偽表示として無効とする見解は，早くからド

イツでも主張されたことがある。すなわち，担保信託である譲渡担保にお

いて，所有権の譲渡は内心的効果意思に符合しないため，虚偽表示である

という主張があったが，債権担保という経済的目的を所有権譲渡という法

律的手段として達成しようとするだけで，所有権譲渡という意思表示その

ものは真意であるため，それは虚偽表示でなく有効な法律行為と解釈する

のが一般であった。韓国の学説や判例においても，譲渡担保を虚偽表示と

して無効とする見解や判決は見あたらない。

　この説は，元来，虚偽表示は，相手と通謀して，内心の効果意思ないし

真意に合致しない効果意思を表示すること，言い替えると法律行為が存在

すると社会通念上考えられる外形または外観を仮装的に作りだすが，当事

者間ではその仮装された外観上の法律行為がそのまま法律効果が生じない

ようにすることに関して合意（通情，通謀）が成立しているとする。信託

行為では当事者が一定の権利の変動を効果意思の内容として表示し，当事

者はその表示のとおりの権利変動を意欲する。したがって，このとき，権

利の変動という効果を発するようにする法律行為は決して仮装された外観

上の行為ではなく，この法律行為は虚偽表示ではない。

　ただ，その法律行為により表示された「法的効果」と当事者が図る「経

済的目的」との間にはずれがあるようになり，当事者が行った法律行為を

彼等が達成しようと努める経済的目的からみると「外観上」の行為である

ことになるが，経済的側面から離れて，純粋な法律的側面から見ると，そ

の法律行為においては，内心の効果意思と表示上の効果意思は完全に一致
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している。したがって，その法律行為により発生する権利変動で権利名義

を取得した者（受託者）は，その権利が行使することができ，権利名義を

失った者（信託者）は，その権利が行使できる可能性を剥奪されるように

なる。ただし，その法律行為の効果は，それにより当事者が達成しようと

する実質的，経済的意図のための必要な程度を越えるため，これを調節す

るための法的方法を別途に設けるのである。

　しかし，信託行為と名義信託を同一に取り扱うことができない面があり，

名義信託は虚偽表示に過ぎない。名義信託を行うために当事者は一定の法
　
律行為を行うことになるが，その法律行為は，当事者のある目的のための

外観を仮装的に作るために利用されているだけである。たとえば，甲がそ

の所有不動産を乙に名義信託するために，売買契約を行い，所有権の移転

登記をしたとすれば，このときの売買という法律行為は，その不動産の所

有権が，まるで乙に帰属するような外観を仮装的に作りだすために利用さ

れているだけで，真に所有権が乙に帰属するのを意欲しているのではない。

言い替えると，仮装された外観的行為である売買と，その履行行為により

所有名義者になった乙が，その所有権を行使できるということや，また所

有名義を失った甲から所有権を行使する機会を奪うことを意欲しているの

ではない。のみならず，その仮装的に作りだした外観の法的効力を否認す

ることに関する合意（通謀）が当事者間には存するのである。

　上記の例から，甲乙の間には売買とその履行行為により所有名義を乙に

移転するだけで，乙が所有権を取得するのではないということは互いに合

意していることがわかる。そのため，甲は継続して所有権が行使でき，乙

は所有名義は持つものの，所有権を行使することはできない。

　したがって，判例が有効であるという名義信託は，間違いなく「虚偽表

示」なのであるとする（g3）。

（93）郭潤直・前掲『物権法』395－397頁。
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　（2）中間省略名義信託登記に対して

　判例が認める名義信託の成立要件との関係においては，次のような問題

があることを指摘する。

　信託行為があるためには，必ず信託者が信託財産を受託者に移転しなけ

ればならない。このとき，移転される権利がVollrecht，つまり完全な権利

でなければならない。したがって，信託者は，いつも自分が信託しようと

する財産に対する完全な権利（Vollrecht）を持っていなければならない。

しかし，すでに見た通り，判例によると，公簿上信託者名義に登記，登録

された事実がなくても名義信託は有効に成立するという。これは次のよう

なことを意味する。すなわち，名義信託の最も典型的な場合は，名義信託

者がすでに公簿上所有者として登載されているときに，売買ないしその他

の外観を借り，その信託者の所有名義を受託者の所有名義に移すのである。

しかし，判例は信託者が公簿上の所有者になっていなくても，名義信託の

成立には影響がないという。たとえば，Xが所有している，したがって，

登記簿上でもXの所有で登記されている不動産を甲が買受・取得するのに

当たり，引続き，乙に名義信託しようとするときには，移転登記はXから

甲に，そしてさらに甲から乙に行われるべきであるが，このとき，Xから

甲への移転登記は，これを省き，直ちにXから乙に移転登記を行っても，

甲乙間に名義信託に関する合意があれば，甲が自分の所有不動産の所有名

義を有効に乙に信託することになるというのである（g4）。

　このような理論は現行法上成立しえない。すでに見た通り，名義信託に

おいては，対内的には所有権は信託者が保有する。対内関係において信託

者が所有権を保有するというのは，信託者の持つ所有権を受託者が肯認す

るということを意味する。したがって，信託者には名義信託がある前に，

すでに所有権が確定的に帰属していなければならない。

　ところが，上記の事例において物権変動に関していわゆる対抗要件主義

（94）　前述II、2の中間省略名義信託参照。
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ないし意思主義を取っていた韓国の旧民法下ではともかく，成立要件主義

ないし形式主義を取る現行の民法下では，甲は決して所有権を取得するこ

とはできない。したがって，名義信託により対内的には保有される所有権

がまさに存在しなくなるのである。

　すなわち，対抗要件主義の下では，前例で，X甲の売買契約で，所有権

は，X甲の間では甲に移転されたことになり，甲が乙に名義信託をしたが，

登記だけは直接Xから乙に移転登記をしても，X甲乙の間には所有名義が

X→甲→乙に順次移転することになる。しかし，成立要件主義の下では，

X甲の売買だけで所有権がX甲の間においても，甲に移転したことにはな

らない。Xから乙への移転登記をしても，甲がその所有名義を乙に移転し

たことにはならない。甲はXに対する債権を取得したことにはなるが，X

から所有権を取得したことにはならないからである。したがって，名義信

託において，信託者に，その名義信託される目的物に対する所有権が確定

的に帰属していなければなないという要件が満たされないことになる。そ

の結果，対内関係において，信託者に保有される所有権は存在しないこと

になり，名義信託というものがありえない。

　それにもかかわらず，判例が，信託者は公簿上の所有者に登記された事

実がなくても，名義信託の成立には影響がないというのは重大な過誤であ

るとする（g5）。

　（3）脱法の手段

　有効説は，上の（2）の事例のように，Xから甲が買受けるという方法を取

らないで，甲は，ただ乙に買受資金を提供し，乙が直接Xから買受けて，

乙自分の名義で移転登記をし，乙が甲から名義のみを受託したものとして，

甲乙の間に約定するのも可能だし，それは有効であるとする（g6）。さらに，

実は乙が自分の資金によってXから買受・取得したものであるが，甲乙の

（95）郭潤直・前掲『物権法』397－399頁。

（96）　前述II、2の契約名義信託参照。
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間の約定で，その乙の財産を甲が乙に名義信託したように装うのも可能で

ある。

　このような便法は，財産の分散，隠匿方法として，いわゆる名義信託が

もってこいの手段になることを意味する。乙がXから取得した財産を甲に

贈与または売却する場合に，まるで甲乙の間で名義信託があったかのよう

にし，その名義信託契約を解除する形を取ると税金問題に対する良い対策

にもなるだろう。

　すでに見た通り，判例は，名義信託をする目的はこれを間わず，何でも

いいとしている。当事者，特に信託者の単純な「便宜」を図るために行う

のも構わないとしている。これは，っまり名義信託を様々な脱法の手段ま

たは違法行為の手段として，いくらでも利用できるということを意味する

のである。理論上そうであるばかりか，実際においても名義信託は上記の

ような目的のために利用または濫用されているのである（g7）。

　（4）名義信託は無効

　無効説は，以上のような三つの点で判例理論または有効説を反論しなが

ら，結論として名義信託を虚偽表示として無効とする。名義信託は百害あ

って一利なしという。このため，この制度を利用しようとする善意の者に

は多少不便を与えることがあっても，その有効性を認めてはいけないし，

一早く，このような判例理論は「無効化」されるべきであるとする。そし

て，たとえ，そのまま認めるとしても，その要件を厳しく要求し，各種の

脱法的な目的に利用されるのを防ぐ対策を十分に建てなければならないこ

とを主張する（98）。

3　検　　討

判例が認めている名義信託の成立要件は，当事者間の合意とその合意に

（97）郭潤直・前掲『物権法』399－400頁。

（98）郭潤直・前掲『物権法』400頁。
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基づく信託者の財産権を公簿上受託者名義にすることだけであり，その他

の要件は要らない。

　ところで，上記のような当事者間合意は通謀虚偽表示に当たって，無効

になる場合が多いであろう。よって，すべての名義信託を直接的に通謀虚

偽表示であるか否かという観点からの問題解決よりは，当該名義信託が通

謀虚偽表示であるか否かを韓国民法第108条第1項（日本民法第94条第1

項）の角度から判断すべきであろう。

　大法院判例の中で，「通謀虚偽表示によるものでない以上」，名義信託が

有効であるとしたものがある（gg）。したがって，通謀虚偽表示でない名義信

託のみが，有効な名義信託であるとすると，名義信託が虚偽表示なのか否

かの対立は，その意味を失ってしまう。つまり，名義信託の有効性という

理論に眩惑され，通謀虚偽表示の観点からの考察にはあまりにも注目しな

かったのであった。

　名義信託が合理的な目的のために利用される場合もあるが，非合理的な

目的または脱法的な手段で悪用される場合がよほど多い実情にもかかわら

ず，名義信託の有効性という理論に引かれて，そこから脱皮することがで

きなかったものと思われる。

　ともあれ，かかる名義信託に対する，今日までの議論は，後述する新し

い「不動産実権利者名義登記に関する法律」によって，名義信託が原則的

に無効となるため，新しい局面を迎えるようになった。

V　名義信託に対する規制

1　名義信託の弊害

（99）大判1966・4・19（6伽ト386）。「…　原告名義の所有権移転登記が訴外甲か

　らの信託によるものであっても，その所有権移転登記が通謀虚偽の意思表示に

　よるものでない以上，原因無効の登記とはいえないし…　　」。
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　前述のように名義信託の社会的弊害は少なくない。

　まず，第一に，名義信託が不動産登記に際して，脱法的に利用されると

いうことである。特に，中間省略名義信託登記を認めると，農民ではない

中間者（つまり，名義信託者）が農地を取得することもできるし，外地人

に対する土地取引の厳格な規制を回避することも可能である。また譲渡所

得税を脱税することもできる等，投機のための一番安全で，脱法的な手段

として利用されてきた。

　第二に，信託を利用すれば，「公職者倫理法」の公職者財産登録及び公開

を回避することができるという点である。

　第三に，名義信託は，その登記原因を売買，贈与等で記載するから，登

記と実体関係の符合を目的とする登記制度の理想にも反する結果になるこ

とである。

　このように，名義信託は，財産の分散，隠匿のための便法として利用さ

れる可能性があり，脱法等，公法的規制を回避する目的で，また不動産投

機に，この名義信託がよく利用されてきた。そこで，名義信託が不正の手

段として悪用されるのを防ぐため，これまで若干の規制が加えられてきた。

2　相続税法の改正

　まず，名義信託が脱法の手段として悪用されるのを防ぐために，相続税

法が改正され，その第32条の2を新設して（・。。），名義信託をすべて贈与に凝

制して相続税を賦課するようにした。この規定によって，対価の有無を問

わず，名義信託を信託者の受託者に対する贈与とみなされることになった。

（100）　1981年12月31日公布（法律第3474号）。

　　「①権利の移転またはその行使に，登記・登録・名義改書を要する財産にお

　　いて，実質所有者と名義者が異なる場合には，国税基本法第14条の規定にも

　　かかわらず，その名義者として登記をした日に，実質所有者がその名義者に

　　贈与したものとみなす。

　　　②第1項の規定は，信託法または信託業法による信託財産である事実を登

　　記等をする場合には，これを適用しない。」
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　かかる相続税法第32条の2に対しては，憲法訴訟が提起されたが，憲法

裁判所は，租税回避ないし脱税の目的でない名義信託に対しても，これを

贈与と見なして，相続税を賦課することは実質課税の原則に反し違憲であ

るとする「限定合憲決定」を下した（、。、）。

　この憲法裁判所の決定以降，租税回避目的がない場合は，贈与に擬制す

ることはできないという大法院の判決が続いて出た。税務当局は1990年12

月31日，法律改正を通じて，相続税法第32条第1項の但し書きに，上記の

憲法裁判所の決定の趣旨を明文で規定するに至った。しかし，上記の但書

条項に規定されている，いわゆる「租税回避の目的」とは，いったいどう

いうものかについては，いまだに議論が続いている。

3　不動産登記特別措置法の制定

　名義信託に対する贈与税賦課による規制にもかかわらず，名義信託を利

用した不動産投機がなくならないので，名義信託に，より強力に対処する

ために「不動産登記特別措置法」が制定された（、。2）。

　同法第7条第1項では，脱税，脱法及び投機の目的で名義信託をするこ

とが禁止され，さらにその第7条第2項で，上記のような目的なしに名義

信託をしようとする場合には，登記申請のときに，事由書を提出すること

が定められた。また，同法第8条第3号では，上記のような目的で名義信

託を申請した者に対しては，三年以下の懲役または一億ウォン以下の罰金

に処せられるものとした（103）。

4　不動産実権利者名義登記に関する法律の施行の背景

名義信託に関して，それが脱税，脱法及び投機の目的で行われた場合に

（101）憲法裁判所1989・7・21（89芒・ト38）。

（102）　1990年8月1日公布（法律第4244号）。

（103）　このような制裁の詳細は，鄭盛根「不動産登記特別措置法上の秩序罰と刑事処

　罰」司法行政（1993年9月号）28頁以下。
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は，相続税法では贈与税を賦課し，不動産登記特別措置法では刑法上の制

裁を加えており，そのような目的がない場合には，名義信託をする事由書

を提出することになったため，今度はかかる規制を回避するため，名義信

託を逆に利用する名義信託の解除の方法が利用された（、。、）。

　名義信託解除の方法により脱法行為は，判例が中間省略名義信託と契約

名義信託の有効性を認めたために可能となった。たとえば，乙が甲から不

動産を買受したが，名義信託解除を原因にして，所有権移転登記を申請す

るというものである。つまり，乙は，以前に丙から当該不動産を買受けた

が，甲との名義信託契約により，甲名義で登記しておいたのを，名義信託

を解除し，自分自身の名義に所有権移転登記を申請するということであ

る（105）。

　また，上記の不動産登記特別措置法第7条第1項の名義信託禁止規定は，

効力規定ではなく，取締規定にすぎないので，同条に違反した所有権移転

登記の私法上の効力には影響を及ぼさないと解される（、。6）。このため，同法

律はその実効性がないものとなり，名義信託を根絶しようとする立法的努

力が無駄になったとさえいえるのである。

　また，1993年8月13日には，「金融実名取引に関する大統領緊急財政命令」

による金融実名制の全面的実施によって，投機性資金が金融市場・証券市

場の代わりに不動産市場に集中するようになった。

　このような背景の下で，名義信託が盛んに使われているため，大法院の

判例と現行法に対する全面的な再検討が必要になってきたのである（、。7）。

　結局，名義信託を禁止し，それ以外にも，長期未登記を規制し，隠匿さ

れた変則担保を禁止して，既存の名義信託を実名に転換させる内容をもつ

不動産実権利者名義登記に関する法律が制定されたのである。

（104）金相容・前掲「不動産取引実名制に関する私法的検討」160頁。

（105）前述IV、2、（3）の事例参照。

（106）　大判1993・8・13（92外42651）。

（107）ヂ詰洪「名義信託の無効性」人権と正議（1993年11月号・大韓弁護士協会誌）

　50頁参照。
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VI　「不動産実権利者名義登記に関する法律」の問題点

1　概　　説

　本法律は本文15箇条と附則5箇条で構成されている。法律の全文は「七」

に揚げるが，この法律の骨子を要約すると次のとおりである。

　①1995年7月1日以後は，不動産物権変動の登記を実権利者名義でする

こととし，他人との名義信託約定はこれを無効とする。名義信託約定によ

る不動産の物権変動は無効とする。

　②この法律によって，禁止される名義信託約定により，不動産登記をし

た場合は刑事処罰と課徴金・履行強制金を賦課し，また，既存の名義信託

により他人名義で保有している不動産を猶予期間（1996年6月30日）内に

実名登記または売却処分しない場合は課徴金・履行強制金を賦課する。

　③宗中，配偶者の場合は例外として認める。すなわち，他人名義で登記

した場合で，租税の免税，強制執行の免税または，法令上制限の回避を目

的としない場合，その登記を有効とし，本法律の例外として扱う。

2　法律の間題点

　（1）法律の制定目的

　法第1条によると，不動産に関する物権を実権利者の名義で登記するよ

うにすることで，不動産登記制度を悪用した投機等反社会的行為を防止し，

不動産取引の正常化や不動産価額の安定を図って，国民経済の健全たる発

展に寄与することにその目的があるという。

　不動産取引実名制，特に名義信託の禁止には，このような目的があるの

が事実であり，現在では主たるものともいえよう。

　しかし，名義信託を禁止するには，過去数十年間行われていた法秩序の

歪曲を正すための根本的目的を含まなければならない。名義信託は韓国民
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法が取っている物権変動において登記の成立要件主義と一物一権主義の原

則に反するにもかかわらず，これまで認められてきたのである。このよう

な歪曲された法秩序を正すのが主な目的とされるべきであろう（、。8）

　また，法第1条の目的は，同法律によって禁止される不動産名義信託の

範囲を表す規定とみなければならない。すなわち，反社会的行為の手段と

して利用される名義信託だけが禁止され，そして，法第4条の無効の対象

になる名義信託は，上のように，反社会的目的で利用される名義信託約定

だけであると解さなければならない。もし，法第1条の目的と第4条を上

のように解さず，すべての名義信託が禁止されるものと解すれば，憲法上

の私有財産権保障および契約自由の原則に反するではないかという疑問が

出てくる（、。g）。

　（2）名義信託約定の効力の曖昧さ

　本法律は，原則的に名義信託約定を無効とし，これによる不動産物権変

動も発生しないとしている。この名義信託禁止規定を単なる取締規定でな

く効力規定として，これまで判例がその有効性を認めてきた名義信託約定

を無効とするというのである。実に名義信託が脱税，脱法，投機，財産の

隠匿の手段として利用されてきたため，このような目的の名義信託を無効

にするのは妥当と思われる。

　ところが，問題は，このように禁止された名義信託約定を行い，名義信

託登記をしている場合，その無効である名義信託登記を行った名義信託者

と名義受託者との法律関係はもちろん，無効である名義信託登記を信頼し，

名義受託者と取引した第三者をどう法的に扱うかという点である。

　名義信託をするようになった具体的事情により，効力規定に違反した名

義信託約定が反社会秩序の法律行為であることもあり，そうでないことも

あろう。

（108）　ヂ詰洪「不動産実名性法案の問題点」法律新聞（1995年2月9日号）14頁。

（109）　姜京根「不動産実名法案の憲法的評価」不動産法学第3集（1995）139頁
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　効力規定違反の名義信託約定が反社会秩序の法律行為である場合には，

名義信託者の名義受託者への名義信託は，韓国民法第746条の不法原因給付

になり，その目的物の返還を請求することはできない。

　しかし，その効力規定の違反が，韓国民法第103条の善良な風俗，その他

の社会秩序に違反する行為と見ることはできない場合には，効力規定違反

の名義信託登記をしたとしても，それが不法原因給付になり，名義信託者

が名義受託者を相手どり名義信託した不動産の返還を請求することはでき

ないとはいえないであろう。

　また，売渡人甲から乙が不動産を買受け，乙と丙が名義信託契約を結ん

だうえ，所有権移転登記が売渡人甲から名義受託者丙へ行われたときに，

その名義信託契約が反社会秩序の法律行為でない場合には，売渡人と名義

受託者との移転登記が無効とすれば，その不動産が売渡人に復帰すること

になり，買受人であった名義信託者は，売渡人を相手どり，公法的な処罰

は別論にしても，本来の売買契約に基づく所有権移転を受けることができ

る。

　ところで，上のように所有権の回復ができるが，受託者からの転得者が

善意の場合，登記に公信力が認められていないので，その善意の転得者を

相手どり，登記抹消請求権を行使できるかが問題となる。法第4条第3項

で，名義信託約定とそれに従って行われた登記による不動産物権変動は無

効であるが，この無効はの善意の第三者はもちろん悪意の第三者に対して

も対抗できないと規定している。しかし，法律行為の無効をもって悪意の

第三者まで対抗できないと規定する必要はないと思われる。登記に公信力

を認めている法制度でも登記を信頼した善意者だけが保護されすのである

が，登記の公信力を認めていない韓国法制で，悪意の第三者までも法律が

積極的に保護することは理論的に矛盾しており，したがって，善意の第三

者の保護規定で足りると思われる。

（3）法的安定性
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　上記でみた，1990年制定の不動産登記特別措置法附則第2条但書で，同

法の施行日以前にすでに終了された名義信託登記は，たとえ脱税，脱法，

登記の目的があるにしても問題としないとしたのに照らし，上の不動産実

名法で，同法律施行日以前の名義信託登記も名義信託者名義に回復しなけ

ればならないとするのは，法律生活の安定性や継続性を侵害するという問

題性を有するものと言わざるをえない。猶予期間内に名義信託者名義に回

復しなかった場合に，その私法的効力を否認するというのは，遡及立法に

よる私法的効力の否認として違憲の余地があろう。

vq　「不動産実権利者名義登記に関する法律」の日本語訳

　第一条（目的）

　この法律は，不動産に関する所有権その他物権を実体的権利関係に符合するよう実権

利者名義で登記させることにより不動産制度を悪用した投機・脱税・脱法行為等の反社

会的行為を防ぎ，不動産取引の正常化と不動産価格の安定を図って国民経済の健全な発

展に寄与することを目的とする。

　第二条（名義信託の概念）

　この法律において使用する用語の定義は次のとおりとする。

　一　　「名義信託約定」とは，不動産に関する所有権その他物権（以下「不動産に関す

る物権」という〉を保有した者または事実上取得し，もしくは取得しようとする者（以

下「実権利者」という）が，他人との間で対内的には実権利者が不動産に関する物権を

保有し，もしくは保有することにし，それに関する登記（仮登記を含む，以下同様）は

その他人の名義とする約定（委任・委託売買の形により，たは追認の場合を含む）をい

う。但し，次の場合を除外する。

　　a　債務の弁済を担保するために債権者が不動産に関する物権の移転を受け，もし

くは仮登記する場合

　　b　不動産の位置と面積を特定して二人以上が区分所有することを約定し，登記は

その区分所有者の共有とする場合

　　c　信託法または信託業法による信託財産である事実を登記した場合

　二　「名義信託者」とは，名義信託約定によ1）自分の不動産に関する物権を他人の名

義で登記させる実権利者をいう。
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　三　　「名義信託者」とは，名義信託約定により実権利者の不動産に関する物権を自分

の名義で登記する者をいう。

　四　　「実名登記」とは，この法律の施行前に名義信託約定により名義受託者の名義で

登記された不動産に関する物権をこの法律の施行日以後名義信託者の名義で登記するこ

とをいう。

　第三条（実権利者名義登記義務等）

　①何人も不動産に関する物権を名義信託約定により名義受託者の名義で登記しては

ならない。

　②債務の弁済を担保するため債権者が不動産に関する物権の移転を受ける場合は，債

務者・債権金額および債務弁済のための担保である旨を記載した書面を登記申請書とと

もに登記公務員に提出しなければならない。

　第四条（名義信託約定の効力）

　①名義信託約定はこれを無効とする。

　②名義信託約定にしたがって行われた登記による不動産に関する物権変動はこれを無

効とする。但し，不動産に関する物権を取得するための契約において，名義受託者が当

事者の一方であり，その他方当事者が名義信託約定の事実を知らなかった場合はこの限

りでない。

　③第一項および第二項の無効は第三者に対抗できない。

　第五条（課徴金）

　①次の各号の一に該当する者に対しては，当該不動産価額の一〇〇分の三〇に該当す

る課徴金を賦課する。

　　一　第三条第一項の規定に違反した名義信託者

　　二　第三条第二項の規定に違反した債権者および同条同項の規定による書面に債務

者を虚偽で記載して提出させた実債務者

　②第一項の不動産価格は，課徴金を賦課するその日現在の次の各号の価額による。

　　一　所有権の場合は所得税法第九九条の規定による基準時価

　　二　所有権以外の物権の場合は相続税法第九条第四項及び第五項の規定により大統

領令が定める方法により評価した金額

　③第一項の規定による課徴金の金額が大統領令が定める金額を超過した部分は大統領

令の定める所によってこれを物納することができる。
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　④第一項の規定による課徴金は当該不動産の所在地を管轄する市長・郡守または区

庁長が賦課・徴収する。この場合課徴金は違反事実が確認された後遅滞なくこれを賦課

しなければならない。

　⑤第一項の規定による課徴金を納付期限内に納付しなかった時には地方税滞納処分の

例によってこれを徴収する。

　⑥第一項の規定による課徴金の賦課および徴収等に関し必要な事項は大統領令で定め

る。

　第六条（履行強制金）

　①第五条第一項第一号の規定による課徴金が賦課された者は遅滞なく当該不動産に関

する物権を自己の名義で登記しなければならない。但し，第四条第二項但書に該当する

場合はこの限りではなく，また自己の名義で登記しえない正当な事由がある場合はその

事由が消滅した後遅滞なく自己の名義で登記しなければならない。

　②第一項の規定に違反した者に対しては課徴金賦課日（第一項但書後段の場合は登記

しえない事由が消滅した時をいう）から，一年が経過した時に第五条第二項の規定によ

る不動産価額（以下不動産評価額という）の一〇〇分の一〇に該当する金額を，次の一

年が経過した時に不動産評価額の一〇〇分の二〇に該当する金額を，それぞれ履行強制

金として賦課する。

　③第五条第三項ないし第五項の規定は履行強制金に関してこれを準用する。

　第七条（罰則）

　①次の各号の一に該当する者およびその者を教唆して当該規定違反をさせた者は五年

以下の懲役または二億ウォン以下の罰金に処する。

　　一　第三条第一項の規定に違反した名義信託者

　　二　第三条第二項の規定に違反した債権者および同条同項の規定による書面に債務

者を虚偽で記載して提出させた実債務者

　②第三条第一項の規定に違反した名義受託者およびその者を教唆して当該規定違反を

させた者は三年以下の懲役または一億ウォン以下の罰金に処する。

　③第三条の規定に違反するよう幣助した者は一年以下の懲役または三千万ウォン以下

の罰金に処する。

　第八条（宗中および配偶者に対する特例）

　次の各号の一に該当する場合で，租税の免脱，強制執行の免脱または法令上制限の回
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避を目的としない場合は，第四条ないし第七条および第一二条第一項・第二項の規定を

適用しない。

　一　宗中が保有した不動産に関する物権を宗中（宗中とその代表者とともに表示し登

記した場合を含む）以外の者の名義で登記した場合

　二　配偶者名義で不動産に関する物権を登記した場合

　第九条（調査等）

　①市長・郡守または区庁長は必要と認められる場合は第三条・第一〇条ないし第一二

条および第一四条の規定に違反するか否かを確認するため調査することができる。

②国税庁長は脱税嫌疑があると認められる場合は第三条・第一〇条ないし第一二条お

よび第一四条の規定に違反するか否かを確認するため調査することができる。

　③公務貝がその職務遂行上第三条・第一〇条ないし第一二条および第一四条の規定に

違反した事実を知った場合は国税庁長と当該不動産の所在地を管轄する市長・郡守また

は区庁長にその事実を通報しなければならない。

　第一〇条（長期未登記者に対する罰則等）

　①不動産登記特別措置法第二条第一項・第一一条および同法附則第二条の適用を受け

る者で，次の各号の一による日から三年以内に所有権移転登記を申請しなかった登記権

利者（以下「長期未登記者」という）に対しては，不動産評価額の一〇〇分の三〇に該

当する金額（不動産登記特別措置法第一一条の規定による過怠料がすでに賦課された場

合はこれを差減した金額をいう）を課徴金として賦課する。但し，第四条第二項本文お

よび第一二条第一項の規定により登記の効力が発生されないことにより新たに登記を申

請すべき事由が発生した場合と登記を申請しえない正当な事由がある場合はこの限りで

ない。

　　一　契約当事者が互いに代価的な債務を負担する場合は反対給付の履行が事実上完

了した日

　　二　契約当事者の一方のみが債務を負担する場合はその契約の効力が発生した日

　②第五条第三項ないし第六項の規定は第一項の規定による課徴金に関してこれを準用

する。

　③長期未登記者が第一項の規定により課徴金を賦課されたにもかかわらず，所有権移

転登記を申請しなかった場合は第六条第二項および第三項の規定を準用して履行強制金

を賦課する。
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　④長期未登記者（第一項但書の規定に該当する者を除く）およびその者を教唆し第一

項の規定に違反して所有権移転登記を申請しないようにさせた者は五年以下の懲役また

は二億ウォン以下の罰金に処し，第一項の規定に違反して所有権移転登記を申請しない

ように幣助した者は一年以下の懲役または三千万ウォン以下の罰金に処する。

　第一一条（既存名義信託約定による登記の実名登記等）

　①この法律の施行前に名義信託約定により不動産に関する物権を名義受託者の名義で

登記し，または登記させた名義信託者（以下「既存名義信託者」という）はこの法律の

施行日から一年の期間（以下「猶予期間」という）以内に実名登記しなければならない。

但し，公用徴収・判決・競責その他法律の規定によって名義受託者から第三者に不動産

に関する物権が移転された場合（相続による場合を除く）と宗教団体，郷校等が租税免

税，強制執行の免脱を目的としないで名義信託した不動産として大統領令が定める不動

産の場合はこの限りでない。

　②次の各号の一に該当する場合は第一項の規定によって実名登記を行ったものとみな

す。

　　一　既存名義信託者が当該不動産に関する物権に関して，売買その他処分行為をし，

猶予期間以内にその処分行為による取得者に直接登記を移転した場合

　　二　既存名義信託者が猶予期間以内に他の法律の規定によって当該不動産の所在地

を管轄する市長・郡守，もしくは区庁長に売却を委託し，または大統領令が定める所に

よって韓国産業銀行法によって設立された成業公社に売却を依頼した場合。但し，売却

委託または売却依頼を撤回した場合はこの限りでない。

　③実権利者の帰責事由なくして他の法律の規定により第一項および第二項の規定によ

る実名登記または売却処分等をしえない場合はその事由が消滅した時から一年以内に実

名登記または売却処分等をしなければならない。

　④この法律の施行前または猶予期間中に不動産物権に関する争訟が法院に提起された

場合は当該争訟に関する確定判決（これと同じ効力がある場合を含む）があった日から

一年以内に第一項および第二項の規定による実名登記または売却処分等をしなければな

らない。

　第一二条（実名登記義務違反の効力等）

　①第一一条に規定した期間以内に実名登記または売却処分等をしなかった場合，その

期間が経過した日以後の名義信託約定等の効力に関しては第四条の規定を適用する。
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　②第一一条の規定に違反した者に対しては，第三条第一項の規定に違反した者に準じ

て第五条および第六条の規定を適用する。

　③この法律の施行前に名義信託約定による登記をした事実がない者が第一一条による

実名登記を装って登記した時には五年以下の懲役または二億ウォン以下の罰金に処す

る。

　第一三条（実名登記に対する租税賦課の特例）

　①第一一条規定により実名登記を行った不動産が一件で，その価額が五千万ウォン以

下である場合において，次の各号の一に該当する時は，すでに免除され，もしくは少な

く賦課された租税，または賦課されなかった租税はこれを追徴しない。この場合，実名

登記を行った不動産の範囲および価額の計算に関しては大統領令で定める。

　一　所得税法第五条第六号の規定により名義信託者およびその者と生計をともにす

る一世帯が，この法律の施行前に一世帯一住宅譲渡にしたがって非課税を受けた場合で

実名登記によって当該住宅を譲渡する日に非課税に該当しなくなる場合

　二　相続税法第三二条の二の規定により名義者にこの法律の施行前に納税義務が成

立した贈与税を賦課する場合

　②実名登記を行った不動産が非業務用不動産に該当する場合で猶予期間（第一一条第

三項および第四項の場合はその事由が消滅した時から一年の期間をいう）終了時まで当

該法人の固有業務に直接使用する時には地方税法第一一二条第二項の税率を適用しな

い。

　第一四条（既存譲渡担保権者の書面提出義務等）

　①この法律の施行前に債務の弁済を担保するため債権者が不動産に関する物権の移転

を受けた場合は，この法律の施行日から一年の期間以内に債務者・債権金額および債務

弁済のための担保である旨を記載した書面を登記公務員に提出しなければならない。

　②第一項の規定に違反した債権者および同項の規定による書面に債務者を虚偽で記載

して提出させた実債務者に対しては，当該不動産評価額の一〇〇分の三〇に該当する課

徴金を賦課する。

　③第五条第三項ないし第六項の規定は第二項の規定による課徴金に関してこれを準用

する。

　第一五条（聴聞）

　市長・郡守または区庁長は第五条，第六条，第一〇条第一項・第三項，第一二条第二
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項および第一四条第二項の規定による処分をしようとする場合は大統領令が定める所に

より予め当該処分の相手方またはその代理人に意見を陳述する機会を与えなければなら

ない。但し，当該処分の相手方またはその代理人が正当な事由なくしてこれに応じない

場合，または処分の相手方の住所不明等で意見陳述の機会を与えられない場合は，この

限りでない。

附則

　第一条（施行日）

　この法律は一九九五年七月一日から施行する。

　第二条（適用例）

　①第三条および第一三条の規定はこの法律の施行後登記する分から適用する。

　②第四条の規定はこの法律の施行前に名義信託約定を行い，この法律の施行後にこれ

による登記を行う場合においてもこれを適用する。

　第三条（長期未登記者に関する経過措置）

　この法律の施行前に第一〇条第一項各号に規定する日が経過した場合は，同条同項に

規定した三年の期間はこの法律の施行日から起算する。

　第四条（他の法律の改正）

　①租税減免規制法の中，次のように改正する。

　　第三条第一項に第二三号を次のように新設する。

　　二三　不動産実権利者名義登記に関する法律

　②不動産登記特別措置法の中，次のように改正する。

　　第七条・第八条第三号および第九条第二号を各各削除する。

　　第一一条第一項但書を次のようにする。

　　但し，不動産実権利者名義登記に関する法律第一〇条第一項の規定により課徴金を

賦課した場合はこの限りでない。

　第五条（他の法律の改正による罰則に関する経過措置）

　この法律の施行前に従前の不動産登記特別措置法第七条の規定に違反した者に対する

罰則の適用については従前の規定による。
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VIIIまとめ

　以上，韓国における不動産取引実名制のための不動産実権利者名義に関

する法律とその主要な争点である名義信託理論について考察してきた。不

動産に関する名義信託を無効とするという条項だけでは，あまりに不明確

であり，事案と法理によっては，その法的効果も複雑になる。かかる理由

から，本法によって，むしろ，法的な争いを増加させる結果になるかもし

れない（110）Q

　名義信託を禁止し，すでに成立した名義信託登記を名義信託者名義に回

復しようとする立法趣旨は納得できるが，本法は，理論的に合わない矛盾

する規定が置かれており，正常な不動産取引が行われるようにするための

根源的方法というよりは，刑罰と制裁を中心に規制されているのである。

このような公法的規制をすればするほど，より脱法行為が生じることを忘

れてはいけないだろう。したがって，法理論の検討がさらに必要であり，

これについての判例理論が望まれる。

　そして，韓国における不動産取引実名制は，本法だけでは実効性がある

とは思われないし，名義信託以外にも不実登記が発生する各種の原因に対

する分析が先行されなければならず，また総合的対策が樹立されなければ

ならないと思われる。

　また，現在準備段階にある登記簿に関する総合電算化も一早く完成させ

なければならないし，登記簿と土地台帳の一元化，登記原因証書の公証制

度も検討されるべきである。なによりも根本的な問題としては，公務員の

登記実質審査制の導入であると思う。

　上の制度等は，今の段階では直ちに施行することは無理であろうが，実

施可能なことから積極的に検討していかなければならないし，このような

（110）　引詰洪・前掲「不動産実名制法案の問題点」14頁



46　　比較法学29巻2号

制度を通じて登記の公信力を認める方向にいくべきであろう（1、1）。

（111）ヂ詰洪・前掲「不動産実名制法案の問題点」14頁


